
 

 

   藤枝市建設関連業務委託に係る低入札価格調査制度要領  

制   定  令和４年  ５月２０日訓令第７号  

最近改正  令和６年１０月１１日訓令第８号  

 （趣旨）  

第１条  この要領は、藤枝市が発注する業務委託契約の締結に当たり、地方自治

法 施 行 令 （ 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 。 以 下 「 施 行 令 」 と い う 。） 第 １ ６ ７ 条 の １

０第１項（施行令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定に

基づく落札者の決定に係る調査制度に関し、必要な事項を定める。  

 （定義）  

第２条  次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

( 1 )  建 設 関 連 業 務  測 量 業 務 、 土 木 関 係 の 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 、 建 築

関 係 の 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 、 地 質 調 査 業 務 、 補 償 関 係 コ ン サ ル タ ン

ト業務及び電算帳票業務をいう。  

( 2 )  業務委託契約  市が発注する建設関連業務に係る委託契約をいう。  

 ( 3 )  調 査 基 準 価 格  そ の 価 格 を 下 回 っ た 申 込 み の 価 格 に よ っ て 業 務 委 託 契

約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 基 準 と

なる価格をいう。  

( 4 )  低入札価格調査  施行令第１６７条の１０第１項（施行令第１６７条  

  の１３において準用する場合を含む。）の規定に基づく調査の対象となる  

  者（以下「調査対象者」という。）の入札した価格によって契約の内容に  

  適合した履行がされるか否かについての調査をいう。  

（調査対象者）  

第 ３ 条  調 査 対 象 者 は 、 予 定 価 格 が ５ ０ ０ 万 円 以 上 の 建 設 関 連 業 務 に お い て 入

札を行った者のうち、調査基準価格を下回った者とする。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 予 定 価 格 を 定 め た 者 が 、 入 札 を 行 っ た 者 の 入 札

価 格 が 調 査 基 準 価 格 と 同 額 又 は 上 回 る 額 が 少 額 で あ っ て 特 に 必 要 と 認 め る 場

合は、その入札を行った者を低入札価格調査の対象とすることができる。  

 （調査基準価格）  

第 ４ 条  市 は 、 競 争 入 札 に よ り 業 務 委 託 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、 契 約

ごとに調査基準価格を定めるものとする。  

２  調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった設計書仕様書等に基づき算定

す る も の と し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 建 設 関 連 業 務 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 定 め る



 

 

予 定 価 格 算 出 の 基 礎 と な っ た 経 費 に １ ０ ０ 分 の １ １ ０ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

た だ し 、 そ の 額 が 予 定 価 格 に １ ０ 分 の ８ ． １ を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る 場 合 に

あ っ て は 、 予 定 価 格 に １ ０ 分 の ８ ． １ を 乗 じ た 額 （ 測 量 業 務 に あ っ て は １ ０

分 の ８ ． ２ 、 地 質 調 査 業 務 に あ っ て は １ ０ 分 の ８ ． ５ ） と し 、 予 定 価 格 に １

０ 分 の ６ を 乗 じ て 得 た 額 に 満 た な い 場 合 に あ っ て は 、 予 定 価 格 に １ ０ 分 の ６

を乗じて得た額（地質調査業務にあっては３分の２）とする。  

( 1 )  測量業務  次に掲げる額の総額  

   ア  直接測量費の額   

   イ  測量調査費の額   

   ウ  諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額   

( 2 )  土木関係の建設コンサルタント業務  次に掲げる額の総額  

   ア  直接人件費の額   

   イ  直接経費の額   

   ウ  その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額   

   エ  一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額   

  ( 3 )  建築関係の建設コンサルタント業務  次に掲げる額の総額  

   ア  直接人件費の額   

   イ  特別経費の額   

   ウ  技術料等経費の額に１０分の６を乗じて得た額   

   エ  諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額   

( 4 )  地質調査業務  次に掲げる額の総額  

  ア  直接調査費の額   

  イ  間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額   

  ウ  解析等調査業務費の額に１０分の８を乗じて得た額   

  エ  諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額   

 ( 5 )  補償関係コンサルタント業務  次に掲げる額の総額  

  ア  直接人件費の額   

  イ  直接経費の額   

  ウ  その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額   

  エ  一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額   

 ( 6 )  電算帳票業務委託  作業価格計に１０分の７を乗じて得た額   

３  前 項 に 定 め る 算 定 方 法 に 関 わ ら ず 、 特 別 な 業 務 等 で 前 項 の 規 定 に よ り 難 い



 

 

も の に つ い て は 、 業 務 委 託 契 約 ご と に １ ０ 分 の ８ ． １ （ 測 量 業 務 に あ っ て は

１ ０ 分 の ８ ． ２ 、 地 質 調 査 業 務 に あ っ て は １ ０ 分 の ８ ． ５ ） か ら １ ０ 分 の ６

（ 地 質 調 査 業 務 に あ っ て は ３ 分 の ２ ） ま で の 範 囲 内 で 市 長 が 定 め た 割 合 を 予

定価格に乗じて得た額とする。   

４  調査基準価格算出の基礎となった額の合計額は、１万円単位とする。  

５  予定価 格を定め る者は、 調査基準 価格を設 定したと きは、当 該価格 及 び 調

査 基準 価格 入札 書比 較価 格（ 当該 調査 基準 価格 に１ １０ 分の １０ ０を 乗じ て

得た金額をいう。）を予定価格が記載された書面に記入するものとする。  

 （対象業者への周知）  

第 ５ 条  本 制 度 の 円 滑 な 運 用 を 図 る た め 、 入 札 公 告 等 に 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示

する。   

( 1 )  調 査 対 象 者 は 、 落 札 候 補 者 で あ っ て も 落 札 者 と な ら な い 場 合 が あ る こ

と。  

( 2 )  調査対象者は、事後の事情聴取その他調査に協力すべきこと。  

 （調査実施の通知）   

第 ６ 条  開 札 の 結 果 、 調 査 対 象 者 が 生 じ た と き は 、 入 札 執 行 者 は 、 落 札 決 定 の

保留及び低入札価格調査を実施する旨を入札者に通知する。   

 （低入札価格調査の実施）   

第 ７ 条  前 条 の規定 に より低 入 札価格 調 査を行 う 場合、 入 札執行 者 は、当 該 業

務の主管課長（以下「業務主管課長」という。）とともに低入札価格調査を行

う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 が 入 札 執 行 者 の 指 定 し た 期 日 ま で に 意 向 確 認

書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 提 出 し 、 市 長 が こ れ を 受 理 し た と き は 、 当 該 入 札 者 の 入

札を無効とする。  

２  低 入 札 価 格 調 査 は 、 次 に 掲 げ る 項 目 に つ い て 、 調 査 対 象 者 に 対 し 、 資 料 の

提 出 を 求 め る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 執 行 者 が 必 要 と 判 断 し た

場合、入札執行者は提出された資料について説明を求めることができる。  

 ( 1 )  契約に示された内容に適合した履行をする旨の確約書  

 ( 2 )  その価格により入札した理由及び入札価格の内訳書  

 ( 3 )  当該契約の履行体制   

 ( 4 )  手持ちの建設関連業務の状況   

 ( 5 )  配置予定技術者   

 ( 6 )  手持ち機械等の状況（測量業務及び地質調査業務に係る本調査の場合  



 

 

  に限る。）    

 ( 7 )  労務者の具体的供給の見通し  

 ( 8 )  過去の同種又は類似の業務履行実績  

 ( 9 )  経営状況  

( 1 0 )  測量法（昭和 2 4年法律第 1 8 8号）等違反の有無、賃金不払いの状況、

下請負代金の支払遅延状況等の信用状態  

 ( 1 1 )  その他必要な事項  

３  低 入 札 価 格 調 査 は 、 必 要 に 応 じ て 、 同 時 に 複 数 の 者 に 対 し て 行 う こ と が で

きる。  

 （調査期間）   

第 ８ 条  入 札 執 行 者 は 、 開 札 の 結 果 、 落 札 決 定 を 保 留 と し た 場 合 に は 、 直 ち に

低入札価格調査を行い、速やかに調査を完了させるものとする。   

 （落札の通知）   

第 ９ 条  入 札 執 行 者 は 、 低 入 札 価 格 調 査 の 結 果 、 調 査 対 象 者 が し た 入 札 価 格 に

よ り 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ る と 認 め た と き は 、 直 ち に 調 査 対 象 者

に 落 札 し た 旨 を 通 知 す る と と も に 、 他 の 入 札 者 全 員 に 対 し て そ の 旨 を 通 知 す

るものとする。  

 （調査委員会の設置）  

第１０条  市長は、藤枝市低入札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）

を設置する。  

２  調査委 員会は、 藤枝市建 設業者指 名等審査 委員会規 定（昭和 5 1年藤 枝 市 訓

令 第 1 3 号） に定 める 藤枝 市建 設業 者指 名等 審査 委員 会の 委員 長及 び委 員を も

って組織する。  

３  調査委員会の会議は、藤枝市建設業者指名等審査委員会の例による。  

（履行がされないおそれがあると認められる場合の措置）   

第 １ １ 条  入 札 執 行 者 は 、 調 査 の 結 果 、 調 査 対 象 者 が し た 入 札 価 格 に よ っ て は

契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め た と き は 、 入 札 執

行 者 の 意 見 を 付 し た 書 面 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 調 査 委 員 会 に 送 付 し 、 そ の 意 見 を

求めるものとする。  

 （契約しない場合の判断基準）   



 

 

第１２条  入札執行者は、調査対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当 該 調 査 対 象 者 を 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め

られるものとして、落札者としない旨を通知するものとする。   

( 1 )  入 札 執 行 日 か ら 原 則 ７ 日 以 内 で 入 札 執 行 者 が 指 定 す る 日 時 ま で に 調 査

資料が提出されない場合  

 ( 2 )  入札価格の内訳書と入札価格が一致していない場合  

 ( 3 )  入札価格の内訳書と内訳書に対する明細書が一致していない場合。た  

   だし、単に記入間違いであることが明らかな場合、又は、軽微な間違い  

   の場合で入札価格に影響がない場合を除く  

( 4 )  再 委 託 先 か ら の 見 積 書 等 の 金 額 が 入 札 価 格 積 算 内 訳 書 の 再 委 託 予 定 額

と一致していない場合  

  ( 5 )  再委託先からの見積書等、再委託に係る費用の根拠となる資料が確認     

    できない場合  

  ( 6 )  再委託先からの見積書等により再委託の内容が確認できない場合  

 ( 7 )  必要に応じ再委託先へ聞取り調査を行い、再委託先の聞取り調査の結  

   果と再委託先からの見積書等の金額が一致していない場合  

 ( 8 )  設計図書に計上した設計数量が、入札価格に反映されていない場合  

( 9 )  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 適 正 な 業 務 委 託 の 履 行 が な さ れ な い お そ れ が

あると認められる場合  

（監督体制の強化等）  

第１３条  市は、調査対象者と契約締結をした場合においては、次に掲げる措置

をとるものとする。  

( 1 )  業務計画書の内容のヒアリング   

( 2 )  重点的な監督業務の実施   

( 3 )  労働安全担当機関との連携   

 ( 4 )  厳格な検査の実施   

附  則   

 こ の 要 領 は 、 令 達 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 以 降 に 公 告 又 は 指 名 通

知を行う業務から適用する。   

附  則   

 この要領は、令達の日から施行し、令和６年１０月１日以降に公告又は指名

通知を行う業務から適用する。  



 

 

第１号様式  

（意向確認書）  

 

  年   月   日  

 

 藤枝市長          様  

 

                 住所  

                 商号又は名称  

                 代表者氏名  

 

 低入札価格調査制度に基づき調査対象者として低入札価格調査書類の提出が

できませんので、入札が無効と取り扱われることに異存がありません。  

 

１  入札番号  

 

２  委託名  

 

３  施行箇所  

 

４  書類の提出ができない理由  

 

 

 

 

 

 



 

 

第 ２ 号 様 式  

   

   藤 枝 市 低 入 札 価 格 調 査 委 員 会 委 員 長  様   

   

  下 記 の 理 由 に よ り 本 件 入 札 は 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ０ 第 １   

 項 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る の で 、 委 員 会 の   

 意 見 を 求 め ま す 。   

   

                                  記   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                        年    月    日   

   

             入 札 執 行 者     ○ ○ 課 長   

   

   

     入 札 執 行 者    ○ ○ 課 長  様   

   

  当 委 員 会 の 意 見 は 次 の と お り で す 。   

   

 １  あ な た の 意 見 を 相 当 と 認 め ま す 。   

   

 ２  あ な た の 意 見 を 相 当 と 認 め ま せ ん 。   

   理 由   

   

   

   

   

   

   

 ３  そ の 他   

   

               年    月    日   

   

                   藤 枝 市 低 入 札 価 格 調 査 委 員 会 委 員 長   

   

 


